
告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

社
団
医
療
法
人
養
生
会

い
わ
き
市
鹿
島
町
下
蔵
持
字
中
沢
目
二
二
番

平
成
二
六
年
八
月
一
七
日

か
し
ま
病
院

地
の
一

(

地
域
医
療
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
田
村
市
産
業
部
商

工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
船
引
店

福
島
県
田
村
市
船
引
町
船
引
字
太
子
堂
百
三
十
番
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
田
村
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

循
環
型
社
会
形
成
に
向
け
た
廃
棄
物
減
量
化
の
観
点
か
ら
、
再
生
資
源
と
し
て
の
利
用
が
可
能

な
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
や
減
量
化
取
り
組
み
と
し
て
、
マ
イ
バ
ッ
ク
の
推
奨
及
び
資
源

物
の
回
収
な
ど
資
源
の
有
効
活
用
対
策
に
つ
い
て
推
進
願
い
た
い
。

２

防
災
対
策
へ
の
協
力

市
か
ら
の
防
災
対
策
や
防
犯
対
策
、
交
通
安
全
対
策
等
を
含
め
た
協
力
要
請
に
つ
い
て
は
参
加
、

協
力
等
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
い
。

３

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

廃
棄
物
保
管
施
設
に
お
い
て
は
、
専
用
カ
ゴ
等
の
清
掃
整
理
や
飛
散
防
止
に
努
め
、
悪
臭
の
発

生
防
止
、
油
脂
類
等
に
よ
る
下
水
道
施
設
の
機
能
低
下
防
止
、
ご
み
の
減
量
化
に
努
め
る
と
と
も

に
、
適
切
な
処
理
を
行
う
こ
と
。

４

そ
の
他

営
業
開
始
以
降
、
近
隣
住
民
等
か
ら
の
苦
情
、
相
談
等
が
あ
っ
た
場
合
は
適
切
な
対
応
に
つ
い

て
配
慮
さ
れ
た
い
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
本
宮
市
産
業
建
設

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(
仮
称)

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
本
宮
店

福
島
県
本
宮
市
本
宮
字
舘
町
四
十
五
番
地
二
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
宮
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

出
口
№
２
に
つ
い
て
は
、
国
道
四
号
線
方
面
へ
右
折
す
る
車
輌
や
、
昭
代
橋
方
面
か
ら
の
車
輌

が
右
折
し
駐
車
場
へ
進
入
す
る
こ
と
に
よ
る
交
通
事
故
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
に
ラ
バ
ー

コ
ー
ン
等
を
設
置
し
未
然
に
事
故
を
防
ぐ
処
置
を
す
る
こ
と
。

２

歩
行
者
の
交
通
の
利
便
の
確
保
等
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救

急
病
院
を
認
定
し
た
件

三
一
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

三
一
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
四
件

三
一
四

○
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ

き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
件

三
一
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件
二
件

三
一
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

三
一
五

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

三
一
七

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件

三
一
七

公

告

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ

た
件

三
一
七



大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
内
容
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と
。

３

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
内
容
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と
。

４

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
内
容
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と
。

５

騒
音
発
生
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
内
容
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と
。

６

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
内
容
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と
。

７

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

大
規
模
小
売
店
舗
届
出
書
内
容
を
遵
守
し
実
行
す
る
こ
と
。

８

そ
の
他

地
域
住
民
か
ら
何
ら
か
の
苦
情
や
要
望
が
発
生
し
た
場
合
は
真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光

部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

万
代
書
店
郡
山
店

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
大
久
保
七
番
七
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

郡
山
市
で
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
よ
り｢

郡
山
市
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例｣

を

施
行
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
条
例
は
、
市
、
市
民
、
事
業
者
、
土
地
所
有
者
等(

土
地
又
は
建
物

そ
の
他
工
作
物
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。)

が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
い
、

密
接
に
連
携
し
な
が
ら
犯
罪
の
防
止
に
配
慮
し
た
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
る
こ
と

が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
事
業
者
及
び
土
地
所
有
者
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
本
理
念

を
御
理
解
い
た
だ
き
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
犯
罪
の
防
止
に
配
慮
し
た
環
境
と
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
よ
う
努
め
、
市
の
防
犯
対
策
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

２

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

営
業
騒
音
及
び
駐
車
場
騒
音
等
の
防
止
に
努
め
、
周
辺
環
境
の
静
穏
保
持
に
つ
い
て
な
お
一
層

の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

３

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

廃
棄
物
の
排
出
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
か
つ
適
正
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
こ
と
。

４

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

分
別
徹
底
を
図
り
、
産
業
廃
棄
物
と
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
適
正
処
理
を
す
る
こ
と
。
特
に
事

業
系
一
般
廃
棄
物
に
廃
プ
ラ
等
産
業
廃
棄
物
と
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
含
ま
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

５

そ
の
他

一�

夜
間
照
明
に
よ
る｢

光
害｣

が
生
じ
な
い
よ
う
、
照
明
の
位
置
及
び
角
度
等
に
十
分
配
慮
す

る
こ
と
。

二�

周
辺
住
民
等
か
ら
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
は
、
誠
意
を
持
っ
て
対
処
す
る
こ
と
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工

観
光
部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
内
郷
店

福
島
県
い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町
三
丁
目
百
五
十

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部

商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
須
賀
川

福
島
県
須
賀
川
市
仲
の
町
八
十
四
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
須
賀
川
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
三
号
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一
般
国
道

四
〇
〇
号

路
線
名

一
般
国
道

三
四
九
号

路
線
名

大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入

字
上
ノ
原
三
五
四
番
五
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
ま

で大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
か

ら 大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入

字
上
ノ
原
三
五
四
番
五
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
ま

で
区

間

伊
達
郡
川
俣
町
飯
坂
字
西

光
寺
五
四
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
飯
坂
字
西

光
寺
四
八
番
一
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ｂ

一
三
・
五
〜

七
一
・
五

Ｃ

八
・
四
〜

一
六
・
〇

Ｂ

一
三
・
五
〜

七
一
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
九
・
三
〜

二
六
・
九

二
一
・
五
〜

二
七
・
九

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
一
二
〇
・
〇

六
九
・
〇

一
、
一
二
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
九
・
七

二
九
・
七

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情

報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
南
モ
ー
ル

福
島
県
福
島
市
黒
岩
字
浜
井
場
五
番
地
の
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

鹿
島
加
入
区
の
指
定
漁
船
所
有
者
か
ら
、
そ
の
所
有
す
る
指
定
漁
船
の
全
部
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す

べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
百
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
矢
吹
土

地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
三
年
七
月
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
八
月

十
七
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
磐
城
小

川
江
筋
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
四
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、

同
月
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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一
般
国
道

四
〇
〇
号

路
線
名

大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方

字
上
原
三
四
五
六
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入

字
上
ノ
原
三
五
四
番
五
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
九
五
番
地
先
ま
で

大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入

字
上
ノ
原
三
五
四
番
五
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
ま

で大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
五
四
二
九
番
地
先

ま
で 区

間

大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入

字
上
ノ
原
三
五
四
番
五
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
ま

で大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
五
四
二
九
番
地
先

ま
で

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

Ａ

四
・
五
〜

三
五
・
○

Ａ

四
・
五
〜

三
五
・
○

Ｂ

一
三
・
五
〜

七
一
・
五

Ｃ

八
・
四
〜

一
六
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

Ｂ

一
三
・
五
〜

七
一
・
五

Ｃ

八
・
四
〜

一
六
・
〇

九
二
五
・
四

一
、
一
三
五
・
八

一
、
一
二
〇
・
〇

六
九
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
一
二
〇
・
〇

六
九
・
〇

県
道
喜
多

方
西
会
津

線 路
線
名

喜
多
方
市
慶
徳
町
豊
岡
字

不
動
前
三
一
二
〇
番
一
地

先
か
ら

同

市
慶
徳
町
豊
岡
字

香
隈
山
三
四
七
三
番
一
地

先
ま
で

区

間

大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方

字
上
原
三
四
五
六
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
九
五
番
地
先
ま
で

大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入

字
上
ノ
原
三
五
四
番
五
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
ま

で大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方

字
居
平
一
八
二
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
五
四
二
九
番
地
先

ま
で

字
居
平
一
八
二
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
西
方

字
居
平
五
四
二
九
番
地
先

ま
で

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

一
二
・
○
〜

二
九
・
〇

一
二
・
○
〜

二
九
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

Ａ

四
・
五
〜

三
五
・
○

Ｂ

一
三
・
五
〜

六
一
・
五

Ｃ

八
・
四
〜

一
六
・
〇

一
六

〇

三
七
七
・
八

三
七
七
・
八

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

九
二
五
・
四

一
、
一
二
〇
・
〇

六
九
・
〇

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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一
般
国
道
四
〇
〇
号

路

線

名

一
般
国
道
四
五
九
号

路

線

名

大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方
字
上
原
三
四
五
六
番
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方
字
居
平
九
五
番
地
先
ま

で大
沼
郡
三
島
町
大
字
名
入
字
上
ノ
原
三
五
四
番
五

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方
字
居
平
一
八
二
番
地
先

ま
で

大
沼
郡
三
島
町
大
字
西
方
字
居
平
一
八
二
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
西
方
字
居
平
五
四
二
九
番
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

二
本
松
市
上
長
折
字
加
藤
木
四
八
番
二
地
先
か
ら

同

市
西
新
殿
字
古
屋
敷
一
四
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
三
年
八
月

二
九
日

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
三
年
八
月

二
六
日

供
用
開
始
の
期
日

県
道
喜
多
方
西
会
津

線
路

線

名

公

告
喜
多
方
市
慶
徳
町
豊
岡
字
不
動
前
三
一
二
〇
番
一

地
先
か
ら

同

市
慶
徳
町
豊
岡
字
香
隈
山
三
四
七
三
番
一

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
三
年
八
月

二
六
日

供
用
開
始
の
期
日

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
三
年
八
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

福
島
県
田
村
地

田
村
郡
三
春
町
大
字

平
成
二
三
年
八
月
一
五
日
か
ら
平

田
村
郡
小
野
町
大
字
小

区
交
通
安
全
協

熊
耳
字
下
荒
井
一
九

成
二
八
年
三
月
三
一
日
ま
で

野
新
町
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